
広 告 お葬式のご依頼・事前相談・お見積りはこちら ☎0120-7676-82 お葬式の洗心堂

　本年度は「大切な 水と一緒に 暮らす日々」を
スローガンに、安全で良質な水の安定供給や水道
施設の耐震化など、水道に対する理解を深めるた
め、全国でさまざまな活動が展開されます。
　市では、安心・安全な水を安定して供給できる
水道の整備を推進す
るとともに、災害に
強い水道づくりに努
めています。
　市水道事業に対す
る皆さんのご理解と
ご協力をお願いしま
す。

問い合わせ　水道課経営総務担当☎989－2363

６月１日から７日までは
第64回「水道週間」

お知らせ

　日高市コミュニティ協議会では、日頃身近なと
ころで明るく住みよいまちづくりなどのために実
践活動を長年続けている個人および団体へかわせ
み賞を贈呈し、その活動と功績を顕彰していま
す。令和４年度は次の個人10人が受賞されまし
た。（敬称略）
心のふれあいを深める活動
　渡部光信、上野正助、横手稔
健やかな心身を育てる活動
　金井美知子
住みよいふるさとをつくる活動
　小久保勇、関口利枝、大河原はる代、細田三夫、
　稲澤初子
郷土を知り郷土を想う活動
　松本雅巳

問い合わせ　日高市コミュニティ協議会事務局（総務課内）

住みよいまちへの実践
活動　かわせみ賞

お知らせ

問い合わせ　総務課人権推進・市民活動担当

多様な性　知っていますか？お知らせ

　パートナーシップ宣誓制度が今年１月１日にスタ
ートしました。
　これまでに２件の宣誓があり、宣誓した二人の「制
度ができるのを待っていました。とてもうれしいで
す」と話す笑顔が印象的でした。
　市では今後も、市民の皆さんの性の多様性への理
解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と
安心して暮らすことのできる
社会を目指していきます。

６月23日から29日までは
男女共同参画週間　
　誰もが皆、一人一人異なる自分らしさを持って
います。その一つが「性」であり、性はグラデー
ションのように多様です。しかし、多様な性への
無理解から、生きづらさを抱える人たちもいます。
　誰もが自分らしく生きられる社会をつくるため
に、まず、「性」について知ることからはじめま
せんか。
期間　６月23日（木）～29日（水）
内容・場所
　〇図書の展示・市立図書館
　〇 パネル展（テーマ「多様な性　知っています

か」）・文化体育館「ひだかアリーナ」ミニギャ
ラリー

◀ パートナーシップ
宣誓制度

パートナーシップの宣誓がありました

出典（公社）日本水道協会

▶男女共同参画週間
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広 告 病院や施設へのお迎え24H受付 ☎0120-7676-82 【安置室完備】お葬式の洗心堂

計量器（はかり）の定期検査を実施しますお知らせ

　計量法の規定により、取引や証明に使
用する ｢はかり｣ は、２年に１回定期検
査を受けなければなりません。必ず検定
証印または基準適合証印のあるものを使
用しましょう。
　機械式はかり（ひょう量250㎏以下の
もの）の定期検査を行います。
日時　７月１日（金）
　午前10時～正午、午後１時～３時
場所　市役所庁舎北側
費用　検査手数料
※はかりによって異なります。
持�ち物　
　 はかり（分銅・おもりを含む）、検査手

数料、申請書（後日郵送）
申し込み　
　不要（直接会場へ）
問い合わせ　
〇産業振興課商工観光担当
〇埼玉県計量検定所
　☎048－652－2171

検査対象となるはかりの例
〇商品の重さを明示するために使用するもの
〇原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
〇食材などの購入のために使用するもの
〇貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
〇農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
〇薬の調剤用に使用するもの
〇廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
〇 自動詰込機（自動はかり）により詰め込んだ商品の重さを最終確

認するために使用するもの
〇 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために

使用するもの
〇 保健所（保健センター）、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人

科医院等で法に定められた健康診断（体重測定）に使用するもの
注意事項
〇 電気式（デジタル式）はかりや、ひょう量250㎏を超える機械式

はかりは、別途巡回して検査を行います。
〇はかりは汚れを落としてきてください。
〇ストッパーがある場合は、装着してお持ちください。
〇検査に合格した ｢はかり｣ には、合格シールを貼付します。
〇 検査を受けていない「はかり」は取引や証明に使用することが

できません。

問い合わせ　日高市商工会☎985－2311

日高でおトク！PayPay使ってウキウキなお買い物♪お知らせ

　期間中に市内の対象店舗でキャッ
シュレス決済サービス「PayPay」
で支払うと、決済金額の最大30％の
PayPayボーナスが付与されます。
※キャンペーンの利用には、スマー
トフォン等にPayPayアプリをダウ
ンロードする必要があります。

還元上限金額　
〇2,000円相当（１回の支払い）
〇１万円相当（キャンペーン期間中）
対象店舗　市内のPayPayが利用できる店舗（一部を除く）
※キャンペーン期間中にアプリ内で確認できます。
詳しくは決まり次第、市ホームページやチラシなどでお知らせ
します。

最大30％戻ってくる!!

７月１日（ 金 ）～８月 31日（水）
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